
 

 

第１号議案 

 

 

知事からの意見聴取について 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により知事から意見を求めら

れた平成22年９月定例会に提出される次の議案については、異議がないものとする。 

 

 

平成22年９月17日 

 

 

大阪府教育委員会       

 

１ 予算案 

平成22年度大阪府一般会計補正予算の件（教育委員会関係分） 

 

２ 事件議決案 

（１）指定管理者の指定の件（大阪府立弥生文化博物館） 

（２）指定管理者の指定の件（大阪府立近つ飛鳥博物館及び大阪府立近つ飛

鳥風土記の丘） 

 

３ 条例案 

（１）大阪府立高等専門学校条例廃止の件 

（２）大阪府立漕艇センター条例一部改正の件 

（３）大阪府立臨海スポーツセンター条例一部改正の件 

（４）職員の育児休業等に関する条例一部改正の件 

 

〔根拠規定〕 

 地方教育行政地方教育行政地方教育行政地方教育行政のののの組織及組織及組織及組織及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

（教育委員会の意見聴取）  

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作

成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 



大阪府教育委員会事務決裁規則大阪府教育委員会事務決裁規則大阪府教育委員会事務決裁規則大阪府教育委員会事務決裁規則    

(委員会決裁事項) 

第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 

六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十九条に規定する

意見の申出に関すること。 

 

 



　　　23年度234,159千円（債務負担行為）

府 立 学 校 耐 震 対 策 ・ 　 892万円
　府立学校の建築物について、耐震補強工事等を実施する。

72億6,743万2千円大 規 模 改 修 事 業 費

事　　業　　名
補 正 予 算 額
現 計 予 算 額
補 正 後 予 算 額

摘　　　　　　　　　　　要

千円

教育委員会 平成教育委員会 平成教育委員会 平成教育委員会 平成２２２２２２２２年度年度年度年度　　　　９９９９月補正予算案月補正予算案月補正予算案月補正予算案のののの主要概要主要概要主要概要主要概要

一
般
会
計

平成22年度9月補正予算額 892万円　 　

5,730億1,972万1千円　

平成22年度9月補正後予算額 5,730億2,864万1千円　

平成22年度現計予算額

72億7,635万2千円 ○金岡高等学校　特別教室棟、渡廊下棟

　　　22年度　8,920千円

　・事業費：243,079千円



 

○事件議決案 

番号 件名 概要 

１ 指定管理者の指定の件（大阪府立

弥生文化博物館） 

大阪府立弥生文化博物館の指定管理者の指定 

指 定 期 間 平成２３年４月１日から 

平成２４年３月３１日まで 

指定する団体 財団法人大阪府文化財センター 

２ 指定管理者の指定の件（大阪府立

近つ飛鳥博物館及び大阪府立近

つ飛鳥風土記の丘） 

大阪府立近つ飛鳥博物館及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘の

指定管理者の指定 

指 定 期 間 平成２３年４月１日から 

平成２８年３月３１日まで 

指定する団体 大阪府文化財センター・近鉄ビルサービス

グループ 



　

府立博物館等指定管理者決定までスケジュール

【近つ博申請書審査】
　　申請者：大阪府文化財センター
　　　　・近鉄ビルサービスグループ
　　○第1回採点（予備的採点）

【弥生博申請書類審査】
　申請者：(財)大阪府文化財センター
　　○第1回採点（予備的採点）

１）申請者から提出された補足事項回答の審議
２）申請者によるプレゼンテーション
３）最終採点　⇒　指定管理候補者の決定
　　○指定管理候補者提案への講評

委員長から教育長への報告
　　１）採点結果の報告
　　２）審査結果の講評

9月定例議会に提出する指定管理者決定議案
についての「知事からの意見聴取」に対する回
答を審議

7月30日
　第3回委員会
　　第1次審査
　　（書類審査）

8月11日
　第4回委員会
　　第2次審査
（候補者決定）

9月17日
　9月教育委員
　会議

申請者が提案補足事項への回答を作成、事務局に提出

9月22日
　9月定例府議
　会開会

　１）報道提供
　　　○採点結果
　　　○審査結果の講評
　　　○委員名
　２）文化財保護課ＨＰへの掲載

10月27日　議案採決

指定管理者決定を公告
○教育委員会告示

候補者への指定通知
○指令書の交付

指定管理者と協定締結

○募集要項仕様書、申請書
　及び補足事項、プレゼンテ
　ーション質疑応答に基づいて
　業務内容等を確認
○Ｈ23年度事業について協議

（11月中旬）（11月中旬）

（11月初旬）

指定管理者決定
議案を提出

9月2日
　候補者決定の公表



 

○条例案 

番号 件名 概要 

１ 大阪府立高等専門学校条例廃止

の件 

平成 21 年 1 月策定の「『大阪の教育力』向上プラン」及び平成

22 年３月策定の「大阪府立工業高等専門学校改革基本計画」に

基づき、大阪府立工業高等専門学校について、平成 23 年４月

１日に公立大学法人大阪府立大学が設置及び管理を行う高等

専門学校とすることに伴い、本条例を廃止する。 

 

〔施行期日〕平成 23 年４月１日 

２ 大阪府立漕艇センター条例一部

改正の件 

大阪府立漕艇センターについて、財政再建プログラム（案）の

公の施設の方向性に基づき、利用者に応分の負担を求める観点

から、利用料金の上限額を改定する。 

 

〔施行期日〕平成 23 年４月１日 

３ 大阪府立臨海スポーツセンター

条例一部改正の件 

大阪府立臨海スポーツセンターについて、財政再建プログラム

（案）の公の施設の方向性に基づき、利用者に応分の負担を求

める観点から、新たに指定管理者が駐車場の利用に係る料金を

自らの収入として収受することができることとし、当該利用料

金の上限額を設定する。 

 

〔施行期日〕平成 23 年４月１日 

４ 職員の育児休業等に関する条例

一部改正の件 

部分休業の承認は、15 分を単位として行うこととし、所要の

改正を行う。 

 

〔施行期日〕公布の日 



大阪府立高等専門学校条例の廃止等の概要 

 

教育委員会事務局 教育振興室高等学校課 

廃止の理由 条例措置を要する理由 

平成21年１月策定の「大阪の教育力」向上プラン及び平成22年３月策定の大阪

府立工業高等専門学校改革基本計画に基づき、大阪府立工業高等専門学校につい

て、平成23年４月１日に公立大学法人大阪府立大学が設置及び管理を行う高等専

門学校とすることに伴い、本条例を廃止する。 

・条例の廃止は、条例の形式で行う必要があるため。 

 

廃止及び改正の要点 政策アセスメント 

・府立工業高等専門学校の移管について、府民文化部私学・大学課及び

公立大学法人大阪府立大学と調整済。 

 

制度間調整の内容 

１ 大阪府立高等専門学校条例を廃止する。（本則関係） 

 

２ 同条例を廃止することに伴い、次の条例について所要の規定整備を行う。 

（附則関係） 

・職員の給与に関する条例（昭和40年大阪府条例第35号） 

・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年大阪府条例第９号) 

・職員の特殊勤務手当に関する条例（平成10年大阪府条例第41号） 

・職員の定年等に関する条例（昭和59年大阪府条例第３号） 

・大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例（平成21年大阪府条例

第84号） 

・職員の給与等に関する規則等の関係諸規則の改廃 

 

施行予定時期 その他審査の参考となる事項 

平成23年４月１日 

適用区分 

 

・「大阪の教育力」向上プラン（平成21年１月策定） 

・大阪府立工業高等専門学校改革基本計画（平成22年３月策定） 

 



大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

 
 

 

大
阪
府
立
高
等
専
門
学
校
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

大
阪
府
立
高
等
専
門
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
三
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
四
ハ
の
表
を
削
る
。 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
阪
府
条
例
第

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
別
表
第
二
チ
の
表
を
削
り
、
同
表
リ
の
表
を
同
表
チ
の
表
と
す
る
。 

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
給
料
表
の
種
類
及
び
適
用
範
囲) 

第
三
条 

（
略
） 

一
―
三 

（
略
） 

四 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
（
給
料
表
の
種
類
及
び
適
用
範
囲
） 

第
三
条 
（
略
） 

一
―
三 
（
略
） 

四 

（
略
） 

イ
・
ロ 
（
略
） 

ハ 

高
等
専
門
学
校
教
育
職
給
料
表 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

第
二
十
条 

教
員
特
殊
業
務
手
当
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
（
以
下
こ
れ
ら
を

「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
主
幹

教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
又
は
寄
宿

舎
指
導
員
で
、
給
与
条
例
第
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
に

規
定
す
る
高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
又
は
同
号
ロ

に
規
定
す
る
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
給
料
表
の
職
務

の
級
が
一
級
、
二
級
若
し
く
は
特
二
級
で
あ
る
も
の

が
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、  

（
教
員
特
殊
業
務
手
当
） 

第
二
十
条 

教
員
特
殊
業
務
手
当
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
（
以
下
こ
れ
ら
を

「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
主
幹

教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
若
し
く
は

寄
宿
舎
指
導
員
で
、
給
与
条
例
第
三
条
第
一
項
第
四
号

イ
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
若
し
く

は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
給
料

表
の
職
務
の
級
が
一
級
、
二
級
若
し
く
は
特
二
級
で
あ

る
も
の
又
は
大
阪
府
立
工
業
高
等
専
門
学
校
に
勤
務



（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

当
該
業
務
が
次
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
場
合
に

該
当
す
る
と
き
に
支
給
す
る
。 

        

一
―
三 

（
略
） 

四 

学
校
の
管
理
下
に
お
い
て
行
わ
れ
る
部
活
動
（
正

規
の
教
育
課
程
と
し
て
の
ク
ラ
ブ
活
動
に
準
ず
る

活
動
を
い
う
。
）
又
は
補
習
若
し
く
は
講
習
（
正
規

の
教
育
課
程
に
基
づ
か
な
い
学
習
指
導
で
、
学
校
が

計
画
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お

け
る
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
指
導
の
業
務
で
、
勤

務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日

（
以
下
「
週
休
日
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
勤
務
時

間
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
指
定

す
る
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
代
休
日
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
指
定
日
等
」

と
い
う
。
）
又
は
指
定
日
等
に
当
た
る
日
以
外
の
正

規
の
勤
務
時
間
が
四
時
間
で
あ
る
日
（
以
下
「
四
時

間
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
に
行
う
も
の 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

す
る
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
若
し
く
は
助
手
で
、

同
号
ハ
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
教
育
職
給
料
表

の
職
務
の
級
が
一
級
、
二
級
、
三
級
若
し
く
は
四
級
で

あ
る
も
の
（
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
次

に
掲
げ
る
業
務
（
大
阪
府
立
工
業
高
等
専
門
学
校
に
勤

務
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
限

る
。
）
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
業
務
が
次

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

に
支
給
す
る
。 

一
―
三 

（
略
） 

四 

学
校
の
管
理
下
に
お
い
て
行
わ
れ
る
部
活
動
（
正

規
の
教
育
課
程
と
し
て
の
ク
ラ
ブ
活
動
に
準
ず
る

活
動
を
い
う
。
）
又
は
補
習
若
し
く
は
講
習
（
正
規

の
教
育
課
程
に
基
づ
か
な
い
学
習
指
導
で
、
学
校
が

計
画
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お

け
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
に
対
す
る
指
導
の
業
務

で
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週

休
日
（
以
下
「
週
休
日
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
勤

務
時
間
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が

指
定
す
る
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
代
休
日
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
指
定

日
等
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
日
等
に
当
た
る
日
以

外
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
四
時
間
で
あ
る
日
（
以
下

「
四
時
間
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
に
行
う
も
の 

五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
定
年) 

第
三
条 

（
略
） 

一 

別
表
に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
、
医
療
業
務
に

従
事
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師 

年
齢
六
十
五
年 

 

二 

教
育
又
は
研
究
を
行
う
施
設
で
任
命
権
者
が
定 

 

（
定
年
） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
等
に
お
い
て
、
医
療
業

務
に
従
事
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師 

年
齢
六
十

五
年 

二 

別
表
第
二
に
掲
げ
る
施
設
の
長 

年
齢
六
十
五 

め
る
も
の
の
長 

年
齢
六
十
五
年 

三 

教
育
又
は
研
究
を
行
う
施
設
で
任
命
権
者
が
定

め
る
も
の
の
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
及
び
助

手 

年
齢
六
十
三
年 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

一
―
四 

（
略
） 

 

 
 

年 

三 

別
表
第
二
に
掲
げ
る
施
設
の
教
授
、
准
教
授
、
講

師
、
助
教
及
び
助
手 

年
齢
六
十
三
年 

  

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

一
―
四 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

一 

大
阪
府
立
工
業
高
等
専
門
学
校 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
又
は
研
究
を

行
う
施
設
で
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の 



（
大
阪
府
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
と
就
労
の
支
援
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

６ 
大
阪
府
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
と
就
労
の
支
援
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
阪 

府
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
職
業
教
育
の
充
実
） 

第
七
条 

府
は
、
大
阪
府
立
高
等
学
校
及
び
大
阪
府
立
特

別
支
援
学
校
に
お
い
て
、
在
学
す
る
障
害
者
で
あ
る
生

徒
に
職
業
に
必
要
な
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
教

育
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
業
教
育
の
充
実
） 

第
七
条 

府
は
、
大
阪
府
立
高
等
学
校
、
大
阪
府
立
特
別

支
援
学
校
及
び
大
阪
府
立
工
業
高
等
専
門
学
校
に
お

い
て
、
在
学
す
る
障
害
者
で
あ
る
生
徒
及
び
学
生
に
職

業
に
必
要
な
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
の
充

実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 



大阪府立漕艇センター条例の改正の概要 

 

教育委員会事務局教育振興室保健体育課 

改正の理由 施行予定時期 

大阪府立漕艇センターについて、財政再建プログラム（案）の公の施設の方向性に基づき、

利用者に応分の負担を求める観点から、利用料金の上限額を改定する。 

平成23年４月１日 

改正の要点 適用区分 

 

条例措置を要する理由 

公の施設の利用料金の基本的枠組みについては、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第９項の規定により、条例で定める事項とされているため。 

政策アセスメント 

 財政課と調整済み 

制度間調整の内容 

 

その他審査の参考となる事項 

次に掲げる施設に係る利用料金の上限額について改定する。（50%引き上げる） 

     （区分）         （単位）  （改正前）  ⇒  （改正後）  

艇庫  エイト   生徒・学生 １艇１月  ７，１００円 ⇒ １０，７００円 

            その他の者 １艇１月  ９，２００円 ⇒ １３，８００円 

フォア   生徒・学生 １艇１月  ４，３００円 ⇒  ６，５００円 

            その他の者 １艇１月  ５，７００円 ⇒  ８，６００円 

      スカル   生徒・学生 １艇１月  ３，６００円 ⇒  ５，４００円 

            その他の者 １艇１月  ４，６００円 ⇒  ６，９００円 

オール   生徒・学生 １本１日     ６０円 ⇒    １００円 

            その他の者 １本１日    １２０円 ⇒    ２００円 

  貸艇  フォア   生徒・学生 １艇１時間   ６００円 ⇒    ９００円 

            その他の者 １艇１時間   ８６０円 ⇒  １，３００円 

     スカル   生徒・学生 １艇１時間   ６００円 ⇒    ９００円 

            その他の者 １艇１時間   ８６０円 ⇒  １，３００円 

審判艇         １艇１日 １７，３００円 ⇒ ２６，０００円 

  放送設備            １式１日  ６，５００円 ⇒  ９，８００円 

  水路用具            １式３日  ６，５００円 ⇒  ９，８００円 

                  １式超過１日１，７００円 ⇒  ２，６００円 

  トレーニング室   生徒・学生 １人１回    ２１０円 ⇒    ３００円 

            その他の者 １人１回    ４１０円 ⇒    ６００円 

  休息室       生徒・学生 １室１時間   ４８０円 ⇒    ７００円 

その他の者 １室１時間   ７００円 ⇒  １，１００円 

会議室 第１会議室       １日    ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

      第２会議室       １日    ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

      第３会議室       １日    ３，５００円 ⇒  ５，３００円 

      第４会議室       １日    ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

      特別会議室       １日    ７，８００円 ⇒ １１，７００円 

 

 



大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
立
漕
艇
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

大
阪
府
立
漕
艇
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

区 
 

 
 

 
 

分 

単

位 

金 
 

額 

生
徒
・

学
生 

円 
一
〇
、
七
〇
〇 

エ
イ
ト 

そ
の
他

の
者 

一
三
、
八
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

六
、
五
〇
〇 

フ
ォ
ア 

そ
の
他

の
者 

八
、
六
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

五
、
四
〇
〇 

ス
カ
ル 

そ
の
他

の
者 

一
艇
一

月 

六
、
九
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

一
〇
〇 

艇
庫 

オ
ー
ル 

そ
の
他

の
者 

一
本
一

日 

二
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

九
〇
〇 

フ
ォ
ア 

そ
の
他

の
者 

一
、
三
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

九
〇
〇 

ス
カ
ル 

そ
の
他

の
者 

一時間 

一
、
三
〇
〇 

貸
艇 

審
判
艇 

一艇 

一日 

二
六
、
〇
〇
〇 

放
送
設
備 

一日 

九
、
八
〇
〇 

三日 

九
、
八
〇
〇 

水
路
用
具 

一式 

超過一日 

二
、
六
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

三
〇
〇 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室 

そ
の
他

の
者 

一
人
一

回 

六
〇
〇 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

   

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

区 
 

 
 

 
 

分 

単

位 

金 
 

額 

生
徒
・

学
生 

円 

七
、
一
〇
〇 

エ
イ
ト 

そ
の
他

の
者 

九
、
二
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

四
、
三
〇
〇 

フ
ォ
ア 

そ
の
他

の
者 

五
、
七
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

三
、
六
〇
〇 

ス
カ
ル 

そ
の
他

の
者 

一
艇
一

月 

四
、
六
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

六
〇 

艇
庫 

オ
ー
ル 

そ
の
他

の
者 

一
本
一

日 

一
二
〇 

生
徒
・

学
生 

六
〇
〇 

フ
ォ
ア 

そ
の
他

の
者 
八
六
〇 

生
徒
・

学
生 

六
〇
〇 

ス
カ
ル 

そ
の
他

の
者 

一時間 

八
六
〇 

貸
艇 

審
判
艇 

一艇 

一日 

一
七
、
三
〇
〇 

放
送
設
備 

一日 

六
、
五
〇
〇 

三日 

六
、
五
〇
〇 

水
路
用
具 

一式 

超過一日 

一
、
七
〇
〇 

生
徒
・

学
生 

二
一
〇 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室 

そ
の
他

の
者 

一
人
一

回 

四
一
〇 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

   
 

 



附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

区

分 

単

位 

通
常
の

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

生
徒
・

学
生 

円 

七
〇
〇 

休
息

室 
そ
の
他

の
者 

一
室

一
時間

 

一
、
一 

〇
〇 

第
一
会

議
室 

七
、
八

〇
〇 

第
二
会

議
室 
七
、
八

〇
〇 

第
三
会

議
室 

五
、
三

〇
〇 

第
四
会

議
室 

七
、
八

〇
〇 

会
議

室 

特
別
会

議
室 

一
日 

一
一
、

七
〇
〇 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

区

分 

単

位 

通
常
の

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

生
徒
・

学
生 

円 

四
八
〇 

休
息

室 

そ
の
他

の
者 

一
室

一
時間

 

七
〇
〇 

第
一
会

議
室 

五
、
二

〇
〇 

第
二
会

議
室 

五
、
二

〇
〇 

第
三
会

議
室 

三
、
五

〇
〇 

第
四
会

議
室 

五
、
二

〇
〇 

会
議

室 

特
別
会

議
室 

一
日 

七
、
八

〇
〇 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 



大阪府立漕艇センター条例の一部を改正する条例（案）の要綱 

 

１ 条例改正の理由 

   大阪府立漕艇センターについて、財政再建プログラム（案）の公の施設の方向性に基づき、利用者に応分の負担を求める観点から、利

用料金の上限額を改定する。 

 

２ 条例改正の内容 

 

別表（第８条関係） 

    ○ 利用料金について、上限額を次のとおり５０％引き上げる。 

       艇庫   エイト  生徒・学生  １艇１月   ７，１００円 ⇒ １０，７００円 

                 その他の者  １艇１月   ９，２００円 ⇒ １３，８００円 

フォア  生徒・学生  １艇１月   ４，３００円 ⇒  ６，５００円 

                 その他の者  １艇１月   ５，７００円 ⇒  ８，６００円 

            スカル  生徒・学生  １艇１月   ３，６００円 ⇒  ５，４００円 

                 その他の者  １艇１月   ４，６００円 ⇒  ６，９００円 

オール  生徒・学生  １本１日      ６０円 ⇒    １００円 

                 その他の者  １本１日     １２０円 ⇒    ２００円 

       貸艇   フォア  生徒・学生  １艇１時間    ６００円 ⇒    ９００円 

                 その他の者  １艇１時間    ８６０円 ⇒  １，３００円 

            スカル  生徒・学生  １艇１時間    ６００円 ⇒    ９００円 

                 その他の者  １艇１時間    ８６０円 ⇒  １，３００円 

審判艇         １艇１日  １７，３００円 ⇒ ２６，０００円 

       放送設備             １式１日   ６，５００円 ⇒  ９，８００円 

       水路用具             １式３日   ６，５００円 ⇒  ９，８００円 

                        １式超過１日 １，７００円 ⇒  ２，６００円 

       トレーニング室   生徒・学生  １人１回     ２１０円 ⇒    ３００円 

                 その他の者  １人１回     ４１０円 ⇒    ６００円 



       休息室       生徒・学生  １室１時間    ４８０円 ⇒    ７００円 

その他の者  １室１時間    ７００円 ⇒  １，１００円 

       会議室 第１会議室        １日     ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

           第２会議室        １日     ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

           第３会議室        １日     ３，５００円 ⇒  ５，３００円 

           第４会議室        １日     ５，２００円 ⇒  ７，８００円 

           特別会議室        １日     ７，８００円 ⇒ １１，７００円 

 

【理 由】 

     ・財政再建プログラム（案）に基づき、当施設は、収入増加策（使用料の見直し等）や競技団体等による管理によりコスト縮減を

図り、現運営者との契約終了後の平成 23年度から新運営者のもとで委託費を大幅に縮減し、平成 24 年度からは支出しないとし

ている。このため、次期指定管理者（利用料金制）の管理運営にかかる財源の確保を図るため、利用料金の上限額の改正を行う。 

     ・利用料金の上限額については、他の類似施設とも比較考慮し、利用者に対し過度に負担を生じさせないよう設定した。 

 

３ 施行期日 （附則関係） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 

 



大阪府立臨海スポーツセンター条例の改正の概要 

 

教育委員会教育振興室保健体育課 

 

改 正 の 理 由 条 例 措 置 を 必 要 とす る 理 由 

大阪府立臨海スポーツセンターについて、財政再建プログラム（案）の公の施設

の方向性に基づき、利用者に応分の負担を求める観点から、新たに指定管理者が駐

車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を自らの収入として収受する

ことができることとし、当該利用料金の上限額を設定する。 

公の施設の利用料金の基本的枠組みについては、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第９項の規定により、条例で定める事項とされているため。 

改 正 の 要 点 政策アセスメント 

駐車場の利用料金の上限額を設定する。 

・大型車   １時間当たり ４００円 

・その他のもの  同    ２００円 

 

財政課と調整済み 

施 行 予 定 期 日 制 度 間 調 整 の 内 容 

平成23年４月１日  

適 用 区 分 そ の 他 審 査 の 参 考 と な る 事 項 

   



大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
立
臨
海
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

大
阪
府
立
臨
海
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

六 

駐
車
場
利
用
料
金 

  
 

備
考 

「
大
型
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭 

和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
普
通
自
動
車
の
う
ち
乗
車
定
員
十

一
人
以
上
の
も
の
及
び
同
条
に
規
定
す
る
大

型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。 

 

区 
 

 

分 

単 

位 

金 
 

額 

大
型
車 
円 

四
〇
〇 

駐
車
場 

そ
の
他
の

も
の 

一
時
間 

二
〇
〇 

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

      



大阪府立臨海スポーツセンター条例の一部を改正する条例（案）の要綱 

 

【条例改正の理由】 

大阪府立臨海スポーツセンターについて、財政再建プログラム（案）の公の施設の方向性に基づき、利用者に応分の負担を求める観点から、利用料

金の上限額を設定する。 

 

【条例改正の内容】 

１ 駐車場の利用料金について、上限額を次のとおり設定する。（別表関係） 

○別表に第６号を新たに設ける。 

・大 型 車  １時間当たり４００円 

・その他のもの １時間当たり２００円 

※「大型車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第３条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定

する大型特殊自動車をいう。 

 

【新たに駐車場利用料金を設定する理由】 

・当施設は、財政再建プログラム（案）に基づき、使用料の見直し等収入増加策や管理費の縮減を図るとともに、現運営者との契約終了後の平

成23年度から委託費は支出せず、さらに、大規模改修（耐震工事等）に要する公費は負担しないこととなっている。このため、その一環とし

て、次期指定管理者（利用料金制）の管理運営に係る新たな自主財源を確保する必要がある。 

・また、他の類似施設（府立体育会館、門真スポーツセンターなど）では既に駐車場を有料化しており、当施設についても利用者に応分の負担

を求める観点から、駐車場の有料化が適当であると考えられる。 

・なお、利用料金の額については、他の類似施設や近隣駐車場とも比較考慮し、利用者に対し過度に負担を生じさせないよう設定した。 

（参考）類似施設の駐車場利用料金の設定状況（条例上の上限額） 

府立体育会館 １時間  500円 

府立門真スポーツセンター 大型車 １時間 1,800円 

その他 １時間  360円 

 

２ 施行期日（附則関係） 

平成23年度から管理を行う指定管理者が徴収できるよう、この条例の施行期日は、平成23年４月１日とする。 

 



 

職員職員職員職員のののの育児休業育児休業育児休業育児休業等等等等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの改正改正改正改正のののの概概概概要要要要    

総務部人事室企画厚生課 

改 正 の 理 由 施 行 予 定 期 日 

 育児を行う職員の福祉の増進、公務能率の向上を図る観点から、部分休業の承

認の取扱いについて、所要の改正を行う。 

 公布の日 

 

 

改 正 の 要 点 適 用 区 分 

― 

条例措置を要する理由 

 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第１項の規定により、部分休業の

承認について条例で定めることとされているため。 

政策アセスメント（他部局、市町村等との調整） 

各任命権者及び人事委員会と調整中 

制 度 間 調 整 の 内 容 

― 

その他審査の参考となる事項 

 ・部分休業を承認する場合の時間の単位について、15分とする。（第20条関係） 

   現行30分 → 15分に改正 

 

 ・部分休業の承認に関し必要な事項は、人事委員会が定めるものとする。（第

23条関係） 

   → 任命権者が部分休業を承認するに当たっては、月における複数回の部

分休業について包括的に承認することとするなど、運用について定め

る。 

 

― 

 



大
阪
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
阪
府
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
条 

部
分
休
業
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の

始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
十
五
分
を
単
位
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

略 
 

（
委
任
） 

第
二
十
三
条 

第
六
条
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一

条
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員

会(

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
係
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事

長)

が
定
め
る
。 

 

 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
条 

部
分
休
業
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の

始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

略 
 

（
委
任
） 

第
二
十
三
条 

第
六
条
（
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会(

特
定
地
方

独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当

該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
理
事
長)

が
定
め
る
。 

 



（H22.9.7） 

勤務時間短縮・保育特休の廃止と育児部分休業の承認単位について 

 

現   行 勤務時間短縮後 

基本の勤務形態 保育特休（30 分）を付与する場合 基本の勤務形態形 育児部分休業の承認単位について 

【本庁】Ａ勤務 9:00～17:45 

    Ｂ勤務 9:15～18:00 

 

【出先】9:00～17:45 

 

 

Ａ勤務で終業に付与する場合 9:00～17:15 

Ｂ勤務で始業に付与する場合 9:45～18:00 

 

終業に付与する場合 9:00～17:15 

始業に付与する場合 9:30～17:45 

 

【本庁】Ａ勤務 9:00～17:30 

    Ｂ勤務 9:30～18:00 

 

【出先】Ａ勤務 9:00～17:30 

    Ｂ勤務 9:15～17:45 

 

勤務時間短縮前に保育特休を付与してい

た職員が、勤務時間短縮後も同じ時刻に

出勤・退勤するには、15 分の措置が必要。 

⇒現行の育児部分休業（無給）は承認単

位が 30 分であり、必要以上の給与減額

が生じる。 

 

※保育特休：小学校未満の子を養育する職員が当該子を保育所等へ送迎する場合に、勤務時間の始め又は終りに 30 分以内の特別休暇（有給）を付与。 

      勤務時間短縮の実施時期（H22.10.1 想定）に廃止予定。 

※育児部分休業：小学校未満の子を養育する職員が当該子を養育する場合に、勤務時間の始め又は終りに 30 分を単位として休業（無給）を承認。 

      月単位で休業時間の合計について給与減額し、合計時間に時間未満の端数がある場合、30 分以上は１時間に切上げ、30 分未満は切捨てる。 

 

 

＜参考＞条例改正のほか条例運用通知（人事委員会通知）で定める事項の骨子案 

○任命権者が部分休業を承認するに当たっては、月における複数回以上の部分休業について包括的に承認を行うこととするなど、運用について定める。 

  ※月に 15 分１回のみの休業を承認した場合、給与減額が生じない。（30 分未満で切捨てるため） 

   ⇒事実上、月 15 分まで有給の休業を承認することになるため、これを除外するための措置について定めるもの。 

 

 （注）改正条例の公布にあわせて、人事委員会から各任命権者へ通知する予定。 

 

 


